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男女雇用機会均等法は施行 40 周年、雇用環境・均等室 

は発足 10 周年を迎えます 
 

男女雇用機会均等法（正式名称：雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律）については、1986 年（昭和 61 年）４月１日に施行さ

れ、2026 年（令和８年）に施行 40 周年を迎えます。 

また、長野労働局において同法を所管する雇用環境・均等室は 2016 年（平成

28 年）４月１日に発足し、2026 年（令和８年）３月末に発足 10 周年を迎えます。 

長野労働局雇用環境・均等室においては、この節目において、同室が取り扱う

男女雇用機会均等法の施行をはじめとする関係法令や多岐にわたる業務内容を

整理して広く周知するとともに、この 40 年・10 年を振り返り、今後の更なる取

組を推進するための足場とするため、下記のパンフレットを作成しました。 

 

この 40 年間、職場における男女平等の実現に向けて、社会は大きく前進してきまし

た。 採用・昇進における性差別の禁止、セクシュアルハラスメントやマタニティハラ

スメント防止措置の義務化、間接差別の禁止など、法制度は着実に進化し、企業の取組

も広がっています。 

一方で、依然として男女間の賃金格差や管理職比率の偏りなど、解決すべき課題も残

されています。 引き続き、誰もが性別にかかわらず能力を発揮できる職場環境づくり

をさらに推進し、次の 10 年・20 年に向けて、より公平で活力ある社会の実現を目指し

てまいります。 

 

記 

 
１ 「均等法と雇用環境・均等室の軌跡 ～労働行政のフロントライン～」 

    男女雇用機会均等法が制定されるまでの経過、制定後の展開をまとめるとともに、雇用環

境・均等室の業務内容、取り扱う法令・制度等を整理しました。 

２ 「～雇用環境・均等室のご案内～ 雇用均等関係法ガイドブック」 

 雇用環境・均等室の業務内容のうち、最近注目される項目を中心に分かりやすくまとめま

した。 
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